
第５９号議案 

ふじみ野市税条例の一部を改正する条例 

ふじみ野市税条例（平成１７年ふじみ野市条例第４６号）の一部を次のように

改正する。 

第３４条の７第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第１号中「及び第３号」

を「から第４号まで」に、「（同条第３項の規定により特定寄附金とみなされる

ものを含む。）並びに」を「及び」に改める。 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第３４条の７第

１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定は、公益信託に関する法律

（令和６年法律第３０号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第

１項の規定の適用がある場合における前条ただし書の規定による改正後のふじ

み野市税条例第３４条の７第１項第１号の規定の適用については、同号中「寄

附金及び」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６

年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特

定寄附金とみなされるものを含む。）及び」とする。 
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）等の施行に伴い、

条文を整備するため、ふじみ野市税条例の一部を改正したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、この案を提

出するものである。 

 


